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療 育 相 談 ・ 医 療                                      

 

１  療 育 相 談 

在宅の重度心身障がい児の日常生活訓練や機能訓練の指導、療育の相談に応じるため、医師、

心理判定員等がチームを組み、家庭訪問をします。 

【相談の窓口】◆ 東部児童相談所（☎０５５－９２０－２０８５）   

        

２  療 育 指 導 

身体の機能に障がいのある児童若しくは機能障がいを来すおそれのある児童を早期に発見して

適切な治療上の指導を行い、その障害の治療若しくは軽減を図るために診査又は相談に応じて必

要な療育の指導をしています。 

【相談の窓口】◆ 熱海健康福祉センター総務福祉課（☎０５５７－８２－９１２０）  

 

３ 重 度 障 害 者（児）医 療 費 助 成   

⑴ 重度医療受給資格者 

・身体障害者手帳１、２級の方 

・身体障害者手帳３級で内部障がいの方（内部障がいに係る医療費のみ対象） 

・療育手帳Ａ判定の方 

・特別児童扶養手当１級の児童 

・精神障害者保健福祉手帳１級の方 

※ 平成１６年１２月１日以降に資格を取得された、６５歳以上の市町村民税課税世帯に属する

方は通院に係る医療費のみ対象（入院分は対象外となります。）。 

⑵ 助成対象医療費 

・保険診療に係る医療費のみ対象となります。 

・自己負担額は、１か月１医療機関あたり５００円（上限）、薬局は最終的な自己負担額なし 

   ※ 医療機関及び薬局で一度ご負担いただき、自己負担額を差し引いた金額を助成します。 

  ※ 入院時の食事療養費、室料差額、ベッド代及び文書料などは対象外となります。 

  ※ 特別の料金（ジェネリック医療品のある先発医薬品の処方・調剤に係る費用）は対象外とな

ります。 
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  ※ 保険から高額療養費、附加給付金の支給がある場合は、その支給額分も差し引きます。 

  ※ 保険から高額介護合算療養費、外来年間合算療養費が支給された場合、助成金の一部を返納 

していただきます。 

⑶ 助成の方法 

・静岡県内の医療機関で受診又は薬局で薬を処方された際に「重度障害者(児)医療費助成金受

給者証」(黄色)を必ず提示してください。 

・静岡県内の医療機関（一部除く）は、受給者証を提示すれば市役所への申請は必要ありませ

ん。 

・静岡県外の医療機関で受診、薬局で薬を処方された際には市役所への申請が必要になります。 

・保険診療に係るマッサージや、医療用補装具の給付を受けた際には、市役所への申請が必要

になります。 

・市役所への申請には、申請書、支払済の領収書（保険診療の内訳が書かれているもの）と印

鑑が必要です。 

※ 受診日の翌月から１年以内に申請したものが助成対象です。 

 【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３３） 

 

  ４ 後期高齢者医療保険への加入  

７５歳以上の方は全員が後期高齢者医療保険に加入することとなります。 

また、６５歳以上７５歳未満の方で下表に掲げる障がいのある方は、申請をし、認定を受ける

ことで後期高齢者医療保険に加入することができます（加入を選択することができます。）。 

ただし、後期高齢者医療保険に加入した場合、保険料や医療機関にかかる際の自己負担の割合

が、現在加入の健康保険とは異なる場合があります。現在加入の健康保険と後期高齢者医療保険

の保険料等の違いを確認した上で選択してください。 

（障害年金証書や手帳等下表の障害があることを証明するものと資格確認書をご用意ください。） 

手帳等の種類 障害の程度 記載ページ 

国民年金法等による障害年金 １・２級 ２６ページ 

 

身体障害者手帳 

１・２・３級 

音声・言語機能障害による４級 

下肢機能障害による４級の一部 

 

４ページ 

精神障害者保健福祉手帳 １・２級 ５ページ 

療育手帳 Ａ ５ページ 
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※ 後期高齢者医療保険に加入後、手帳の等級等が変更となり、後期高齢者医療保険に加入でき 

る障害の程度ではなくなった場合（心臓機能障害により身体障害者手帳１級の手帳を持って
いたが、再認定により４級に変更になった場合等）は後期高齢者医療保険から脱退すること
になりますので、伊東市役所保険年金課で脱退の手続きをしてください。 

 
 
【相談の窓口】◆ 市役所 保険年金課（☎３２－１６２４） 

   

５ ひとり親家庭等医療費助成制度の適用 

２０歳未満の児童を養育する母子家庭及び父子家庭等（配偶者が精神又は身体の障がいにより

長期に渡って労働能力を失っている者を含む。）には、ひとり親家庭等医療費助成制度が適用さ

れ、保険診療分に限り親子等の医療費が助成されます。（他の助成制度が適用される場合は、そ

ちらが優先となります。） 

※ 審査要件 本人及び同居の扶養義務者全員の所得税が非課税であること。 

  ※ 利用方法 ひとり親家庭等医療費助成制度受給者証（オレンジ色）の交付を受け、保険証と

ともにその受給者証を医療機関に提示してください。後日、保険診療額を口座へ

振り込みます。 

 
【相談の窓口】◆ 市役所 子育て支援課（☎３２－１５８１） 

 

 ６ 精神障害者入院医療費の助成 

精神の病気のため病院に入院している方に対して、その経済的負担を軽減し、療養を促進する 

ために入院医療費を助成します。 

 ＊助成額（月額）  １２，０００円（限度額） 

 ＊利用できる方   次のいずれにも該当する方 

  ・精神科の病院に３か月を超えて入院していること 

  ・伊東市に住民登録があり、引き続き１年以上居住していること 

 ＊助成期間     入院した月から退院した月まで 

 ＊利用の方法    申請書に一部負担金等の証明を受け提出してください。 

   医療費は、申請した翌月以降に登録した口座に振り込まれます。 

    ※他の医療費助成制度を利用している場合は、そちらが優先となります。 

 【相談の窓口】◆ 市役所 社会福祉課（☎３２－１５３２・１５３３） 

 

 

※ 自立支援医療（更生医療・育成医療・精神通院）については１０ページをご覧ください。 


